
お知らせ

児童扶養手当の支給を希望される方、
現在支給を受けている方へ

問　こども家庭課

　　☎内線1733

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母

の
離
婚
な
ど
に
よ
り
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
子
ど
も
が
育
成
さ
れ

る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
の
促
進
を
目
的
と
し
て
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
申
請

◆
支
給
対
象

　【
表
１
】の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る「
児
童
」
を
監
護

（
保
護
者
と
し
て
生
活
の
面

倒
を
み
る
こ
と
）
し
て
い
る

母
、「
児
童
」
を
監
護
し
、
か

つ
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
父

ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

（
養
育
者
）が
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�「
児
童
」と
は
18
歳
に
達
す

る
日
以
降
、
最
初
の
３
月

31
日（
18
歳
年
度
末
）ま
で

に
あ
る
児
童
を
い
い
ま
す
。

た
だ
し
、
心
身
に
お
お
む

ね
中
度
以
上
の
障
が
い

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
２

級
と
同
程
度
以
上
の
障
が

い
）
が
あ
る
場
合
は
20
歳

未
満
ま
で
と
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
額

　
所
得
に
応
じ
て
手
当
の
区

分
と
金
額
が
異
な
り
ま
す

【
表
２
】。
就
労
な
ど
で
収
入

が
あ
る
方
は
、
所
得
に
応
じ

て
手
当
は
一
部
支
給
と
な
り

ま
す
。
所
得
制
限
限
度
額
以

上
の
所
得
の
場
合
、
手
当
は

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

※�

全
国
消
費
者
物
価
指
数
の

実
績
値
に
よ
り
、
手
当
額

は
変
更
と
な
り
ま
す
。

◆�

支
払
月

　
４
月
、
８
月
、
12
月
に
そ

れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
支
給

さ
れ
ま
す
。

◆�

必
要
な
書
類（
認
定
請
求

書
に
必
要
な
書
類
）

　
認
定
請
求
書
に
は
、
戸
籍
謄

本
な
ど
を
添
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
手
当
を
受
け
る

方
の
支
給
要
件
に
よ
っ
て
添

付
す
る
書
類
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
こ
ど
も
家
庭
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
所
得
制
限

　
受
給
資
格
者
、
そ
の
配
偶

者
ま
た
は
同
居（
世
帯
分
離

し
て
い
る
世
帯
を
含
む
）
の

扶
養
義
務
者（
父
母
・
祖
父

母
・
子
・
兄
弟
な
ど
）の
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
上
で
あ

る
と
き
は
手
当
の
一
部
ま
た

は
全
部
の
支
給
が
制
限
さ
れ

ま
す
。
※
平
成
30
年
8
月
分

（
12
月
支
給
）か
ら
全
部
支
給

の
所
得
制
限
限
度
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。

認
定
後
の
届
出
義
務

　
認
定
を
受
け
た
方
は
以
下
の

よ
う
な
届
出
義
務
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
由
が
生
じ
た
と
き
は

す
み
や
か
に
届
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
現
況
届

　�

受
付
期
間
…
８
月
17
日（
金
）�

～
23
日（
木
）※
８
月
18
日

（
土
）・
19
日（
日
）も
実
施
。

　
こ
の
届
を
出
さ
な
い
と
８

月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
２
年
間
こ
の

届
を
出
さ
な
い
と
資
格
を
失

い
ま
す
。
ま
た
、「
児
童
扶
養
手

当
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外

事
由
届
出
書
」（
提
出
の
必
要

の
あ
る
方
に
は
、6
月
に
郵
送

し
て
い
ま
す
。
受
給
か
ら
５
年

経
過
す
る
等
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
、就
労
状
況
な
ど
を

毎
年
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
）を
現
況
届
に
併
せ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

現
況
届
は
こ
ど
も
家
庭
課
か

ら
郵
送
し
ま
す
。
８
月
中
の

提
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。
必

要
な
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、

同
封
し
た「
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
の
ご
案
内
」
を
確
認

し
、
期
日
内
に
忘
れ
ず
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
資
格
喪
失
届

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
手
当

を
受
け
る
資
格
が
な
く
な
り

ま
す
の
で
必
ず
資
格
喪
失
届

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届

出
を
し
な
い
ま
ま
手
当
を
受

け
た
場
合
、
そ
の
期
間
の
手

当
を
全
額
返
還
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
婚
姻
の
届
出
を
し
た
と
き

・
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

く
て
も
事
実
上
の
婚
姻
関

係
に
な
っ
た
と
き

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
た
り
、
受
給
者
が

監
護
ま
た
は
養
育
し
な
く

な
っ
た
と
き

・
遺
棄
、
拘
禁
な
ど
の
理
由

で
家
庭
を
離
れ
て
い
た
児

童
の
父
ま
た
は
母
が
帰
宅

し
た
と
き
な
ど

◆
そ
の
他
の
届
出

　
氏
名
・
住
所
・
支
払
金
融

機
関
変
更
届
な
ど

◆【表2】手当の区分と金額

　　　　　　　（平成30年4月1日現在）

○全部支給の場合

対象児童数 月額

1人 42,500円

2人 52,540円

3人 58,560円

4人目以降 以降6,020円ずつ加算

○一部支給の場合

対象児童数 月額

1人 42,490円～10,030円

2人目の加算額 10,030円～5,020円

3人目以降の
加算額（1人につき）

6,010円～3,010円

◆【表1】支給の対象となる児童

①父母が離婚した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が政令で定める障がいのある児童

④父または母が生死不明な児童

⑤父または母が1年以上遺棄している児童

⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

⑧母が婚姻によらないで生まれた児童

⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
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20歳未満の障がい児を養育している方へ 問　社会福祉課

　　☎内線1711

特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

　
精
神
、
知
的
ま
た
は
身

体
障
害
等
の
あ
る
20
歳
未

満
の
児
童
を
家
庭
に
お
い
て

監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は

母
、ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
な

お
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※【
表
１
】参
照
。

　
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
受

給
す
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①�

児
童
お
よ
び
父
、
母
ま
た

は
養
育
者
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
と
き

②�

児
童
が
障
害
に
よ
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き

③�

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
と
き（
親

子
入
所
を
除
く
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

の
額
お
よ
び
支
払
日

　
手
当
の
額
は
認
定
請
求
を

し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分

よ
り【
表
２
】の
額
が【
表
3
】の

期
日
に
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

所
得
に
よ
る
支
給
制
限

　
請
求
者（
本
人
）や
配
偶
者

お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
方
の

所
得
が【
表
４
】の
限
度
額
以

上
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
年

度（
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま

で
）
の
手
当
が
支
給
停
止
と

な
り
ま
す
。

手
当
を
受
け
る
た
め

の
手
続
き

　
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、

市
役
所
の
社
会
福
祉
課
窓
口

へ
次
の
書
類
を
添
え
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
知
事
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
県
か

ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆�

添
付
す
る
書
類

①�

請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸

籍
謄
本（
抄
本
）

②�

請
求
者
と
対
象
児
童
が
含

ま
れ
る
世
帯
全
員
の
住
民

票
の
写
し（
続
柄
・
本
籍
が

わ
か
る
も
の
）

※�

①
お
よ
び
②
は
、
交
付
後

１
カ
月
以
内
の
も
の
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

③�

特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定

診
断
書（
所
定
の
診
断
書

は
社
会
福
祉
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
）

※�

診
断
書
は
、
診
断
日
か
ら

２
カ
月
以
内
の
も
の
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
次
の
場
合
は
診
断
書

の
添
付
を
省
略
で
き
る
場

◆�【表1】手当の対象となる児童の障害の程度

特別児童扶養手当1級

・身体障害者手帳の判定がお
おむね1・2級（内部的疾患
は例外があります）程度に
該当するもの
・療育手帳の判定がⒶ･Ａ程
度の知的障害である場合
・精神障害者保健福祉手帳の
判定がおおむね1級程度に
該当するもの

特別児童扶養手当2級

・身体障害者手帳の判定がお
おむね3級（内部的疾患は
例外があります）程度に該
当するもの
・療育手帳の判定がＢ程度の
知的障害である場合
・精神障害者保健福祉手帳の
判定がおおむね2級程度に
該当するもの

◆【表4】所得制限限度額表

扶養親

族の数

請求者

（本人）

配偶者および

扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円

1人 4,976,000円 6,536,000円

2人 5,356,000円 6,749,000円

3人 5,736,000円 6,962,000円

4人 6,116,000円 7,175,000円

5人

以上

以下380,000円

ずつ加算

以下213,000円

ずつ加算

合
が
あ
り
ま
す
の
で
窓
口

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
●�

療
育
手
帳
の
判
定
が

Ⓐ
・
Ａ

　
●�

身
体
障
害
者
手
帳（
内

部
障
害
を
除
く
）
の
等

級
が
１･

２･

３
級

④
そ
の
他
必
要
な
書
類

・
金
融
機
関
通
帳

　
※�

必
ず
請
求
者
本
人
の
口

座
名
義
の
も
の
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
児
童
の

口
座
に
は
振
込
で
き
ま

せ
ん
。

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る

も
の（
通
知
カ
ー
ド
・
個
人

番
号
カ
ー
ド
な
ど
）

◆【表2】手当の額

等級
等級月額

（児童1人につき）

1級 51,700円

2級 34,430円

◆【表3】手当の支払日

※�11日が土・日曜日、祝祭日の場合は、

その前営業日となります。

支払期 支払日（支給対象月）

4月期   4月11日（12～3月分）

8月期   8月10日 （4～7月分）

12月期 11月9日（8～11月分）

◆�手続き・問い合わせ

　手続き…社会福祉課窓口

　問い合わせ…社会福祉課

　☎内線1711
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